
行田市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第３９条第１項の規

定に基づき、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１２条の４第１項第１

号に規定する地区計画の区域内における建築物の緑化率の最低限度に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、都市緑地法、都市計画法及び建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）の定めるところによる。 

 （適用区域） 

第３条 この条例は、都市計画法第２０条第１項の規定により告示された若小玉地

区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域に適用する。 

 （建築物の緑化率の最低限度） 

第４条 前条に規定する区域内において、建築物の新築若しくは増築又は維持保全

をしようとする者は、３，０００平方メートル以上の敷地にあっては当該建築物

の緑化率を１０分の２以上としなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条に規定する区域において、工場立地法（昭和３

４年法律第２４号）第６条第１項に規定する特定工場を新築し、又は増築する場

合であって行田市工場立地法地域準則条例（平成２６年条例第３２号）第３条に

規定する緑地面積率又は同条例第６条の規定による協議により定められた緑地面

積率の基準に適合するときは、適用しない。 

 （許可による特例） 

第５条 前条の規定は、その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって良好な

都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市長が許可したものについ

ては、適用しない。 

２ 市長は、前項の規定による許可の申請があった場合において、良好な都市環境

を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することがで

きる。 

 （違反建築物に対する措置） 



第６条 市長は、第４条の規定又は前条第２項の規定により許可に付された条件に

違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維

持保全をする者に対し、相当の期限を定めてその違反を是正するために必要な措

置を採るべき旨を命ずることができる。 

２ 前項の規定は、国又は地方公共団体の建築物には適用しない。この場合におい

て、市長は、第４条の規定又は前条第２項の規定により許可に付された条件に違

反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長

に通知し、前項に規定する措置を採るべき旨を要請しなければならない。 

 （報告及び立入検査） 

第７条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、建築物の新築若しくは

増築又は維持保全をする者に建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若

しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又は職員に建築物若しくは

その敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他

の物件を検査させることができる。 

２ 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があっ

た場合においては、これを提示しなければならない。 

 （緑化施設の管理） 

第８条 建築物の維持保全をする者は、その責務において、この条例の規定により

設けられた緑化施設が良好に維持されるよう適切に管理しなければならない。 

 （委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （罰則） 

第１０条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 

 ⑴ 第６条第１項の規定による命令に違反した者 

 ⑵ 第７条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

 ⑶ 第７条第１項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務又は財産に関して前項各号に規定する違反行為をしたときは、行

為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項に規定する罰金刑を科する。 



   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 


